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「主役は私たち 鳥取市消費生活プラン 

（鳥取市消費者教育推進計画）」の概要 

１ 計画の目的 

  本市では、消費者である市民誰もが安全な消費生活を送ることができるための「消費者

の安全確保」と、誰にとっても公正で持続可能な社会である「消費者市民社会の構築」を

目指し、国や県の動向を踏まえ、鳥取市消費者教育推進計画を策定します。これに基づき、

消費者としての学びの場を積極的に作り、誰もが消費者として自立し、活躍できるより良

い豊かなまちづくりを市民と協働で進めることを目指します。 

２ 消費者教育の定義  

【消費者教育】 

消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育（消費者が主体的に消

費者市民社会の形成に参画することの重要性について理解及び関心を深めるための教育

を含む。）及びこれに準ずる啓発活動（消費者教育の推進に関する法律（以下「推進法」

という。） 第 2条） 

 

 【消費者市民社会】 

消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消

費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境

に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極

的に参画する社会（推進法 第 2条） 

  

【エシカル（倫理的）消費】 

地域の活性化や雇用なども含む、人や社会・環境に配慮した消費行動(消費者基本計画

より)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1「エシカル消費の分類イメージ」 

（鳥取県消費生活センター「エシカル消費啓発テキスト 今まで知らなかった大切なことば エシカル」より） 

【資料２】 
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３ 計画の位置づけ及び計画期間  

・推進法第 10 条第 1項に基づき、国の基本方針及び「鳥取県消費者教育推進計画」を踏ま

え策定する、本市の消費者教育推進に関する計画です。 

・本計画の期間は平成 30 年度から平成 32 年度までの 3 ヵ年に設定します。また、国の動

向や県の取組みの実施状況を踏まえ、必要に応じて計画の修正・見直しを行います 

４ 推進の内容 

本市における消費者教育における課題を基本施策の３つの柱とし、次の点を考慮しなが

ら施策を進めます。 

・ライフステージや特性・場にあった体系的、効果的な推進 

・様々な主体の連携と協働による推進 

   ・持続的な取組みに向けた担い手（人材）の育成・活用の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重点施策） （基本施策） 

「消費者教育」、「消費者市民社会」の意義の周知 

消費者教育の担い手の育成と充実 

（基本方針）「互いに学び、見守り、つなぐ 安全・安心なまちづくり」 

～消費者市民社会の構築をめざして～ 

 

学校教育機関等 

地 域 

消費生活センターの周知と消費者教育の拠点化にむ

けた整備 

 

１ 幼児期から高校

生期における消費

者教育の推進 

 

２ 高齢者・障がい

者等の消費者被害

を防ぐ見守り体制

の充実 

 

３ エシカル消費の

意義の普及と推進 

家 庭 

大学、専門学校等 

事業所、事業所団体 

福祉施設、地域での見守りの場 

教育機関関係者 

地域で活動する団体 

消費者団体・事業者団体等 

高齢者や障がい者等を見守り活動に携わる団体等 

その他の消費者教育に関連する機関・団体等 

図-２ 施策の体系図 
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５ 計画期間における重点施策 

１ 幼児期から高校生期における消費者教育の推進  

幼児期から高校生期は消費の基礎を築く時期であり、その時期における消費者教育の

充実は特に重要と考え、幼児期から高校生期の取組みを整理し情報共有を図りながら、

教育機関や家庭や地域において、次世代を担う子どもたちへの効果的な消費者教育が実

施されるよう取り組みます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画期間における目標】 

取組みの体系的整理による情報共有と定期的な意見交換の場の確保 

各主体による具体的取組みの現状把握と目指す姿の明確化 

 

２ 高齢者・障がい者等の消費者被害を防ぐ見守り体制の充実  

  高齢者・障がい者等の消費者被害を防ぐためには、家族、親族、地域の方などによる

日ごろからの声掛け、気づき、相談窓口への情報提供が必要だと考え、高齢者や障がい

者等の見守りに関わる方々への啓発活動を進めるとともに、見守りに関わる組織や取組

みをつなぐネットワークを構築し、連携による被害防止の取組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

【計画期間における目標】 

見守りネットワークの構築と定期的な意見交換、研修等の実施 

高齢者・障がい者等の消費者被害の認知件数及び被害額の減少 

 

（取組方針 1）消費者教育についての意義及び取組みの周知  

◆学校教育における消費者教育についての現状把握 

◆市職員への研修及び教育機関関係者への出前講座による周知 

（取組方針２）各消費者教育に関する指導計画等作成に向けた支援  

◆幼児期から高校生期における取組みの体系的な整理と情報共有 

◆取組みの連携等、さらなる充実に向けた支援 

（取組方針３）学校教育機関と消費者行政、地域との連携の支援  

◆国及び県、市の消費者行政専門機関による、取組みに対する支援 

◆地域と連携した取組みへの支援 

（取組方針４）保護者への消費者教育の意義及び取組みの周知  

◆参観日等における保護者と児童生徒一緒の消費者教育の意義及び取組みの周知 

◆ＰＴＡ等における消費者教育の取組みに対する支援 

 

（取組方針 1）高齢者・障がい者等への消費者教育・啓発の推進  

◆高齢者・障がい者等における消費者問題の現状把握 

◆高齢者・障がい者等への啓発活動の実施 

◆高齢者・障がい者等を重点とした広報活動の実施 

（取組方針２）関係機関や既存のネットワークと連携した見守り体制の構築  

◆関係機関及び地域と連携した見守りネットワークの構築 

◆見守りネットワークを活用した情報交換や研修等の実施 

（取組方針３）地域の見守り体制の支援と担い手の育成  

◆地域住民による見守り等の取組みのモデル実施 

◆地域の見守り体制に向けた取組みの把握及び情報提供 
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３ エシカル消費の意義の普及と推進  

「エシカル消費」は、推進法に定義づけられた「消費者市民社会」の考え方を具体化

する取り組みと考え、本市の消費者教育推進の 1つの柱として位置づけ、産・官・学が

一体となって推進する体制の構築を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画期間における目標】 

エシカル消費を正しく理解し、実践する市民 5割以上の達成 

 

６ 計画の推進体制                       

１ 消費者教育推進拠点としての消費生活センターの機能の充実  

消費生活センターは、消費生活相談を受けるとともに出前講座などの啓発活動を実施

しています。今後、消費者教育の推進拠点を目指し、消費者行政職員及び消費生活相談

員による機能の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

２ 計画全体の推進体制の構築及び成果の検証  

・消費者団体、事業者団体、教育関係者など消費者教育の担い手となる様々な主体によ

る取組みが展開されるよう本計画の周知を図ります。 

・鳥取市消費者行政審議会を設置し、効果的な事業実施に向けた意見交換と情報共有、

関係機関の連絡調整を図り、取組み成果の報告をもとに検証・評価を行い、本計画の

着実な推進を図ります。 

 

（取組方針 1）消費者の消費行動の持つ意味の教育・啓発  

◆本市におけるエシカル消費に関する現状の把握 

◆エシカル消費の認知度の向上 

（取組方針２）産・学・官の連携によるエシカル消費の普及への取組み  

◆エシカル消費の普及に向けた、産・学・官の連携した取組みの強化 

◆取組み事例の把握及び情報発信 

◆産・学・官連携によるエシカル消費の普及イベントの実施 

 

◆消費者教育に関する情報の収集及び提供、広報の充実 

◆関係機関との協力体制、役割分担の明確化 

◆消費者教育におけるコーディネート機能の整備 

◆担い手育成に向けた支援 


